
秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 運 営 要 綱

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 秋 田 市 条 例

第 ９ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議

会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） の 運 営 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。

（ 副 委 員 長 の 指 名 等 ）

第 ２ 条 審 議 会 に 委 員 長 の 指 名 に よ る 副 委 員 長 １ 人 を 置 く 。

２ 副 委 員 長 は 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は そ の 職 務 を 代 理 す る 。

３ 委 員 長 お よ び 副 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 指 名 す る

委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。

（ 専 門 分 科 会 ）

第 ３ 条 審 議 会 に 児 童 専 門 分 科 会 、 障 害 者 専 門 分 科 会 、 高 齢 者 専 門 分 科 会 、

民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会 、 地 域 福 祉 専 門 分 科 会 を 置 く 。 専 門 分 科 会 に お

い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。

( 1 ) 児 童 専 門 分 科 会

児 童 お よ び 母 子 の 保 健 福 祉 に 関 す る 事 項

( 2 ) 障 害 者 専 門 分 科 会

障 害 者 （ 児 ） の 保 健 福 祉 に 関 す る 事 項

( 3 ) 高 齢 者 専 門 分 科 会

高 齢 者 の 保 健 福 祉 に 関 す る 事 項

( 4 ) 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会

民 生 委 員 の 適 否 の 審 査 に 関 す る 事 項

( 5 ) 地 域 福 祉 専 門 分 科 会

地 域 福 祉 の 推 進 に 関 す る 事 項

２ 前 項 に 掲 げ る 専 門 分 科 会 の 決 議 は 、 こ れ を も っ て 審 議 会 の 決 議 と す る 。

た だ し 、 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会 を 除 く 専 門 分 科 会 に あ っ て は 、 重 要 ま

た は 異 例 な 事 項 に つ い て は こ の 限 り で な い 。

３ 第 ２ 条 の 規 定 は 、 専 門 分 科 会 に お い て こ れ を 準 用 す る 。



（ 審 査 部 会 ）

第 ４ 条 身 体 障 害 者 の 障 害 程 度 等 の 審 査 に 関 す る 調 査 審 議 の た め 、 障 害 者

専 門 分 科 会 に 審 査 部 会 を 設 置 す る 。

２ 審 査 部 会 に 属 す べ き 委 員 お よ び 臨 時 委 員 は 、 障 害 者 専 門 分 科 会 に 属 す

る 医 師 た る 委 員 お よ び 臨 時 委 員 の う ち か ら 、 委 員 長 が 指 名 す る 。

３ 審 議 会 は 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 令 （ 昭 和 25年 政 令 第 78号 。 以 下 「 令 」

と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 基 づ き 諮 問 さ れ た と き 、 な ら び に 身 体 障 害 者

福 祉 法 （ 昭 和 2 4年 法 律 第 2 8 3号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 1 5条 第 2項 お よ

び 令 第 １ 条 の ２ 第 ３ 項 な ら び に 更 生 医 療 を 担 当 す る 医 療 機 関 の 指 定 等 に

つ い て の 意 見 を 求 め ら れ た と き は 、 審 査 部 会 の 決 議 を も っ て 審 議 会 の 決

議 と す る こ と が で き る 。

４ 審 査 部 会 に 委 員 の 互 選 に よ る 審 査 部 会 長 １ 人 を 置 く 。 ま た 、 副 部 会 長

の 指 名 等 に つ い て は 、 第 ２ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 部 会 ）

第 ５ 条 審 議 会 に は 、 審 査 部 会 の ほ か に 、 高 齢 者 専 門 分 科 会 に 老 人 保 健 医

療 部 会 、 児 童 専 門 分 科 会 に 母 子 保 健 部 会 を 設 置 す る 。 両 部 会 に お い て は 、

次 の 各 号 に 定 め る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。

( 1 ) 老 人 保 健 医 療 部 会

老 人 保 健 法 に 定 め る 保 健 事 業 お よ び 在 宅 保 健 福 祉 に 関 す る 事 項

( 2 ) 母 子 保 健 部 会

母 子 の 保 健 に 関 す る 事 項

２ 前 項 の 部 会 の ほ か に 審 議 会 が 必 要 と 認 め る と き は 、 専 門 分 科 会 に 部 会

を 設 置 す る こ と が で き る

３ 部 会 に 委 員 の 互 選 に よ る 部 会 長 １ 人 を 置 く 。 ま た 、 副 部 会 長 の 指 名 等

に つ い て は 、 第 ２ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 会 議 ）

第 ６ 条 専 門 分 科 会 、 部 会 の 会 議 に つ い て は 、 条 例 第 ５ 条 の 規 定 を 準 用 す

る 。

（ 任 期 ）

第 ７ 条 臨 時 委 員 の 任 期 に つ い て は 、 委 員 長 が 定 め る 。



（ 庶 務 ）

第 ８ 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 福 祉 保 健 部 福 祉 総 務 課 に お い て 処 理 す る 。 な お 、

専 門 分 科 会 お よ び 部 会 の 庶 務 は 、 委 員 長 が 定 め る 。

（ 委 任 ）

第 ９ 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

委 員 長 が 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 要 綱 は 、 平 成 1 2年 ５ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 運 営 要 綱 の 廃 止 ）

２ 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 運 営 要 綱 （ 平 成 ９ 年 ５ 月 ９ 日 審 議 会 決 議 ） は 、

廃 止 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 1 3年 ５ 月 2 2日 か ら 施 行 す る 。


